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衆
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す
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弁
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。



衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
事
業
仕
分
け
の
判
定
に
対
す
る
外
務
省
の
対
応
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

公
益
財
団
法
人
日
本
国
際
問
題
研
究
所
は
、
国
際
問
題
の
調
査
研
究
、
国
際
問
題
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
情
報
の
頒

布
、
全
国
の
大
学
及
び
研
究
団
体
に
お
け
る
国
際
問
題
の
研
究
の
奨
励
並
び
に
我
が
国
の
外
交
の
科
学
的
な
研
究
及
び
我
が

国
の
外
交
政
策
の
企
画
に
対
す
る
建
設
的
な
構
想
の
提
供
を
行
い
、
世
界
の
平
和
と
人
類
進
歩
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
昭
和
三
十
四
年
十
二
月
十
九
日
に
設
立
さ
れ
た
任
意
団
体
で
あ
り
、
昭
和
三
十
五
年
九
月
十
六
日
に
外
務
省
の
許
可

を
受
け
、
同
日
に
財
団
法
人
と
な
り
、
そ
の
後
、
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日
に
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
、
同
年

四
月
一
日
に
公
益
財
団
法
人
に
移
行
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

外
務
省
か
ら
公
益
財
団
法
人
日
本
国
際
問
題
研
究
所
（
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
財
団
法
人
日
本
国
際
問
題

研
究
所
。
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
交
付
し
た
補
助
金
の
額
は
、
同
省
に
お
け
る
会
計
文
書
の
保
存
期
間
が

五
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
十
八
年
度
以
前
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
一
月
二
日
内
閣
衆
質

一
六
八
第
一
四
六
号
）
四
に
つ
い
て
及
び
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
五
月
十
二
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
三
五
三
号
）
一

一



に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
平
成
九
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で
の
も
の
を
除
き
、
確
認
で
き
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
が
、
平
成
九
年
度
は
約
六
億
千
万
円
、
平
成
十
年
度
は
約
五
億
五
千
万
円
、
平
成
十
一
年
度
は
約
五
億
円
、
平
成

十
二
年
度
は
約
五
億
千
万
円
、
平
成
十
三
年
度
は
約
四
億
六
千
万
円
、
平
成
十
四
年
度
は
約
四
億
五
千
万
円
、
平
成
十
五
年

度
は
約
四
億
四
千
万
円
、
平
成
十
六
年
度
は
約
四
億
三
千
万
円
、
平
成
十
七
年
度
は
約
四
億
三
千
万
円
、
平
成
十
八
年
度
は

約
四
億
四
千
万
円
、
平
成
十
九
年
度
は
約
四
億
二
千
万
円
、
平
成
二
十
年
度
は
約
四
億
二
千
万
円
、
平
成
二
十
一
年
度
は
約

四
億
二
千
万
円
、
平
成
二
十
二
年
度
は
約
四
億
円
及
び
平
成
二
十
三
年
度
は
約
三
億
五
千
万
円
で
あ
る
。

ま
た
、
当
該
補
助
金
の
額
が
研
究
所
の
総
収
入
額
に
占
め
る
割
合
は
、
同
省
に
お
け
る
所
管
法
人
の
業
務
の
監
督
に
関
す

る
文
書
の
保
存
期
間
が
五
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
十
八
年
度
以
前
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一

年
五
月
十
二
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
三
五
三
号
）
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
平
成
十
七
年
度
及
び
平
成
十
八
年
度
の
も
の

を
除
き
、
確
認
で
き
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
平
成
十
七
年
度
は
四
十
九
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
八

年
度
は
五
十
二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
九
年
度
は
五
十
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
年
度
は
五
十
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、

平
成
二
十
一
年
度
は
五
十
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
二
十
二
年
度
は
五
十
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
平
成
二
十
三
年
度
は
四

十
九
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

二



三
に
つ
い
て

外
務
省
を
含
む
各
府
省
の
退
職
者
の
う
ち
研
究
所
に
再
就
職
し
た
者
は
、
外
務
省
に
つ
い
て
は
、
同
省
に
お
け
る
再
就
職

に
関
す
る
文
書
の
保
存
期
間
が
五
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
十
八
年
度
以
前
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成

十
九
年
十
一
月
二
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
四
六
号
）
七
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
平
成
十
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で

の
も
の
を
除
き
、
確
認
で
き
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
平
成
十
年
度
は
並
木
一
朗
（
退
職
前
の
役
職
は
、

在
ス
ペ
イ
ン
日
本
国
大
使
館
参
事
官
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
小
和
田
恒
（
国
際
連
合
日
本
国
政
府
代
表
部
在
勤
特
命
全
権
大

使
）
、
平
成
十
一
年
度
は
金
子
義
和
（
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
、
平
成
十
二
年
度
は
松
実
文
彦
（
在
ド

イ
ツ
日
本
国
大
使
館
参
事
官
）
、
平
成
十
三
年
度
は
松
本
俊
（
ジ
ャ
マ
イ
カ
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
及
び
樅
山
宏
（
在
パ

プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
日
本
国
大
使
館
一
等
書
記
官
）
、
平
成
十
四
年
度
は
佐
藤
行
雄
（
国
際
連
合
日
本
国
政
府
代
表
部
在
勤

特
命
全
権
大
使
）
及
び
徳
永
孝
司
（
外
務
省
大
臣
官
房
情
報
通
信
課
課
長
補
佐
）
、
平
成
十
五
年
度
は
須
藤
�
也
（
エ
ジ
プ

ト
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
、
平
成
十
六
年
度
は
該
当
な
し
、
平
成
十
七
年
度
は
藤
原
稔
由
（
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
国
駐
箚

特
命
全
権
大
使
）
、
平
成
十
八
年
度
は
大
室
忠
行
（
在
英
国
日
本
国
大
使
館
参
事
官
）
、
平
成
十
九
年
度
は
該
当
な
し
、
平

成
二
十
年
度
は
野
上
義
二
（
英
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
及
び
阿
部
信
泰
（
ス
イ
ス
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
並
び
に
平
成

三



二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
は
該
当
な
し
で
あ
る
。
ま
た
、
外
務
省
以
外
の
府
省
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
府
省

に
お
け
る
再
就
職
に
関
す
る
文
書
は
そ
れ
ぞ
れ
保
存
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
各
府
省
の
保
存
期
間
以
前
の
も

の
に
つ
い
て
は
、
確
認
で
き
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
当
該
各
府
省
に
お
い
て
保
存
さ
れ
て
い
る
再
就
職

に
関
す
る
文
書
に
よ
れ
ば
、
該
当
な
し
で
あ
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
三
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
者
の
再
就
職
後
の
収
入
及
び
退
職
金
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
報
告
を
受
け

る
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
把
握
し
て
い
な
い
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
補
助
金
の
拠
出
を
廃
止
す
べ
き
と
の
判
定
」
が
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
に
実
施
さ
れ
た
行
政
刷
新
会
議
の

事
業
仕
分
け
の
結
果
を
指
す
も
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
事
業
仕
分
け
に
お
い
て
は
、
研
究
所
を
交
付
先
と
す
る
日
本
国
際
問
題

研
究
所
補
助
金
（
以
下
「
旧
補
助
金
」
と
い
う
。
）
を
廃
止
す
べ
き
旨
の
結
論
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
一

年
度
に
旧
補
助
金
を
廃
止
し
た
。
そ
の
上
で
、
当
該
事
業
仕
分
け
に
お
い
て
は
、
同
時
に
、
「
必
要
な
研
究
に
つ
い
て
は
競

争
的
研
究
資
金
に
よ
っ
て
適
切
な
と
こ
ろ
に
発
注
す
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
」
と
の
取
り
ま
と
め
が
な
さ
れ
て
お
り
、
外
務

四



省
と
し
て
は
、
外
交
活
動
を
支
え
る
調
査
研
究
に
対
す
る
支
援
を
継
続
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
か
ら
、

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
新
た
に
、
国
際
問
題
調
査
研
究
事
業
費
等
補
助
金
（
以
下
「
現
行
補
助
金
」
と
い
う
。
）
を
計
上
し

た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
し
か
し
な
が
ら
、
同
省
が
平
成
二
十
三
年
六
月
か
ら
九
月
ま
で
の
間
に
実
施
し
た
行
政
事
業
レ
ビ

ュ
ー
に
よ
る
点
検
に
つ
い
て
、
行
政
刷
新
会
議
が
同
年
十
一
月
に
公
表
し
た
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
の
検
証
結
果
に
お
い
て
、

現
行
補
助
金
の
計
上
は
、
当
該
事
業
仕
分
け
に
お
け
る
旧
補
助
金
に
つ
い
て
の
評
価
結
果
に
則
し
た
対
応
が
十
分
行
わ
れ
て

い
る
と
は
言
い
難
い
旨
の
指
摘
を
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
日
に
実
施
し
た
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
公
開
プ
ロ
セ
ス
の
結
論
を
真
摯
に
受

け
止
め
、
外
交
活
動
を
支
え
る
調
査
研
究
、
国
内
及
び
諸
外
国
の
調
査
研
究
団
体
、
有
識
者
等
と
の
関
係
の
構
築
、
維
持
及

び
強
化
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
抜
本
的
な
検
討
を
行
う
考
え
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
研
究
所
は
、
そ
の
目
的
に
則
し
た
公
益
に
資
す
る
活
動
を
実
施
し
て
き
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

五


